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阪神高速道路株式会社入札監視委員会(２０２４年度第４回)審議概要 

 

 

開催日及び開催場所 ２０２５年３月２８日（金） 

委 員 

石丸 鐵太郎（神戸中央法律事務所 弁護士） 

古田 均 （大阪公立大学 特任教授） 

武田 邦宣（大阪大学大学院法学研究科長・法学部長・教授） 

審 議 対 象 期 間 2024 年 10月１日～2024 年 12 月 31 日（阪神高速道路㈱） 

抽 出 案 件 5 件（総件数 22 件） 

䥹 

内 

訳 

䥺 

 

工 

事 

一般競争（政府調達協定対象） 1 件（総件数 1件） （案件①） 

一般競争（政府調達協定対象外） 1 件（総件数 3件） （案件②） 

技術提案・交渉方式 0 件（総件数 0件）  

指 名 競 争 0 件（総件数 0件）  

随 意 契 約 1 件（総件数 3件） （案件③） 

建設コンサルタント業務等 1 件（総件数 10 件） （案件④） 

物品等の購入等 1件 (総件数 5件) （案件⑤） 

委員からの意見・質問、それ

に対する回答 

意見・質問 回  答 

別紙のとおり 別紙のとおり 

委員会による意見の具申又は

勧告の内容 
意見・勧告なし 
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意見・質問 回    答 

【案件①】 

「デジタル通信端末装置更新工事（2024-大管・

神管）」 

・ ・ 入札参加業者は 2社。こういった業務は当

初施工した会社と契約をすることが多いが、

施工会社と同じか？ 

  

・ 当初の施工と改修が異なる業者ということ

で、汎用性のある工事に感じた。規模が大き

い 2 社が競い合っているという事だが、同じ

ような工事が日本全国にあり、独占禁止法に

絡みうまく分け合っているような事はないか

関心を持ったがいかがか。 

 

 

【案件②】 

「舗装補修大規模修繕工事（2024-2-北）」 

・ 特に意見なし 

 

 

【案件③】 

「信濃橋受電所等新築工事（2024-環）」 

・ 不調になった理由は？ 

 

・ 2 回目の方が入札金額が高いというのは、あ

りえるのか？  

  

 

【案件④】 

「名神湾岸連絡線 神戸線及び湾岸線接続に関

する整理・検討業務」 

・ 5 社の応募があるうち、2社の技術点が高い

が、この差があるのは？ 

 

 

 

 

 

 

 

・当初の施工業者とは異なります。 

 

 

 

・当社としてはそのようなことはなく、競い合

っているものと認識しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 価格超過です。 

 

・ 1 回目と 2回目で設備の一部など工事内容を

変更していることから高くなったものです。 

 

 

 

 

 

・ 提案内容の差になります。 

・ 名神湾岸連絡線については、国土交通省が

先に予備設計業務を発注しており、受注した

のが技術点の高い 2社であるため、内容の理

解が進んでいたものと思われます。 
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【案件⑤】 

「地域社会における阪神高速道路ネットワーク

の役割及び必要性の理解向上に資するコミュニ

ケーションツール検討業務」 

・ 1200 万円の受注で、2500 冊の納品となって

いるが、冊子を作るだけではないコンテンツの

利用を考えては？  

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 冊子だけではなく、データも成果品として

受領するので、種々の活用方法について検討

をしているところです。 

 

 

 

以 上 

 


